
タミル・ナド州送電網整備計画【インド】 

 

施策所管局課 国別開発協力第二課 

評価年月日 令和５年４月 

 

１ 案件概要 

（１）供与国名 インド 

（２）案件名 タミル・ナド州送電網整備計画 

（３）目的・事業内容 

＊閣議決定日、供与条件などを

含む 

インド南部タミル・ナド州チェンナイ市周辺及びその他の電力

高需要地域において、送変電設備の整備を行うことにより、同州

の電力系統の安定化、送電ロス率の低下及び電力の安定供給の達

成を図り、もって同州及びインド南部地域の経済発展に寄与する

ものである。 

 

案件の内容 

・送電線の新設・増強に伴う資機材の調達、土木工事 

・変電所の新設に伴う資機材の調達、土木工事 

・コンサルティング・サービス 

 

ア 閣議決定日：平成 24年９月 28日 

イ 供与限度額：607.40億円 

ウ 金利：0.55％（コンサルティング・サービスについては 0.01％） 

エ 償還（据置）期間：30年（10年） 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

（１）経緯・現状 ア 社会ニーズの現状 

 本事業計画当初、タミル・ナド州では、州都チェンナイ市を中

心に本邦企業の進出が増加するなど、堅調な経済発展が見込まれ

ていたが、電力インフラの整備不足のために停電が頻発し、不安

定な電力供給状況が続いていた。 

現在、タミル・ナド州の電力需要を満たす供給力は確保された

ものの、急速な産業分野の成長により電力需要は年 8～10%増加

しており、これに対応して州の発電能力が増強されているが、送

電網の拡充は安定的な電力供給のために不可欠であることから、

現在も本事業に関する社会的ニーズがある。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

施設設置に必要な用地の利用許可取得の遅延等による工事進捗

への影響から事業遅延が生じたが、2022年に必要な許可取得は完

了し、以降は特段の問題は生じていない。2023 年 10 月に事業完

了見込みである。 

（２）今後の対応方針 本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は当初

予定どおりの効果が見込まれる。また、事業の進捗を妨げていた

要因は解決していることから、引き続き支援を継続する。 

３ 政策評価を行う過程にお

いて使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

・政策評価法に基づく事前評価書 

・国際協力機構の案件検索 

・国際協力機構の事業事前評価表 

・その他国際協力機構から提出された資料 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/h24/y120928_1.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/2012_jizen/y_india01.html
https://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php/module/search?anken_name=%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%89%E5%B7%9E%E9%80%81%E9%9B%BB%E7%B6%B2&area1=0&area2=0&area3=0&country1=0&country2=0&country3=0&section1=0&section2=0&section3=0&industry1=0&industry2=0&industry3=0&chotatsu_kubun=0&from_year=&to_year=&currency=jpy&submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_ID-P224_1_s.pdf

